
 

 

入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札を行うので、公立大学法人福島県立医科大学契約細則（以下「契

約細則」という。）第５条により公告する。 

 

 平成３１年２月２５日 

             公立大学法人福島県立医科大学理事長 竹之下 誠一 

  

記 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 （１）件名及び数量 公立大学法人福島県立医科大学附属病院みらい棟外来医事業務一式 

 （２）納入場所   公立大学法人福島県立医科大学附属病院（福島市光が丘１番地） 

 （３）概 要    入札説明書、公立大学法人福島県立医科大学附属病院みらい棟外来

医事業務仕様書のとおり 

 （４）納入期間   平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （５）最低制限価格 この業務は、福島県財務規則（昭和３９年福島県第１７号。以下「県           

財務規則」という。）第２６１条を準用して、最低限価格を設定す           

る業務である。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加するために必 

な資格の確認を受けた者であること。 

 （１）契約細則第３条第１項の規定に該当しない者であること。 

 （２）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないもので   

ないこと。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申し立てを   

した者若しくは申し立てをなされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）   

の規定による再生手続き開始の申し立てをした者若しくはなされた者でないこと。 

 （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２   

条第１項各号に該当しない者であること。 

 （５）県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。 

 （６）全国の大学病院において、医事業務の実績を有する者であること。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格の確認 

  入札に参加を希望する者は、２に掲げる資格を有することを証明するに足りる書類を次

に掲げる期間までに提出し、当該資格の確認の申請をすること。 

   なお、次に掲げる期間までに当該申請を行わなかったときには、当該資格は得られな  

い場合がある。 

 （１）提出期間 

    平成３１年２月２５日（月）から３月５日（火）までの８時３０分から１７時 

１５分まで 

    郵送による場合は平成３１年３月５日（火）１７時１５分必着。 

 

 

 



 

 

 （２）提出場所 〒９６０－１２９５福島市光が丘１番地 

         公立大学法人福島県立医科大学附属病院医事課 

         電話：０２４－５４７－１０３４ 

 （３）その他、詳細は入札説明書による。 

 

４ 当該入札に対する質問及び回答 

  当該入札に対する質問及び回答については次のとおりとする。 

 （１）受付期間 

    前記「３（１）」に掲げる期間に同じ。 

 （２）受付場所 

    前記「３（２）」に掲げる期間に同じ。 

 （３）回答予定日 

    平成３１年３月８日（金） 

 （４）その他、詳細は入札説明書による。 

 

５ 入札場所及び日時等 

  入札場所及び日時等について次のとおりとする。 

 （１）入札及び開札の日時及び場所 

    平成３１年３月１２日（火）１３時１５分 

    公立大学法人福島県立医科大学附属病院 カンファランス１ 

 （２）その他、詳細は入札説明書による。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金  

 （１）入札保証金 

    入札保証金は免除する。ただし、落札者決定後、契約を締結しない場合には見積も    

りに係る入札金額（消費税及び地方消費税を含む）の１００分の３に相当する額を    

納めなければならない。 

 （２）契約保証金 

    落札者は、契約金額の１００分の５以上の契約保証金を納付しなければならない。    

ただし、公立大学法人福島県立医科大学契約細則第３９条第１項に該当する場合に    

おいては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

７ 入札の無効 

 （１）２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示    

す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 

 （２）その他、詳細は入札説明書による。 

 

８ 入札に関する事項 

 （１）入札方法 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当    

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を    

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業    

者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１０    

０に相当する金額を入札書に記載すること。  

 （２）その他、詳細は入札説明書による。 

 



 

 

９ 契約の内容 

  契約書（案）による。 

 

１０ その他 

 （１）詳細は、入札説明書による。 

  （２）本件入札は、その契約に係る予算が承認され、４月１日以降で予算執行が可能となった 

ときに、入札の効力が生じる。 


